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福岡県福岡県福岡県福岡県のののの社会保障社会保障社会保障社会保障

『新たな高齢者医療制度』も正体は負担増

憲法25条を守る運動を大きく広げよう！！
山田 吉勝山田 吉勝山田 吉勝山田 吉勝

「医療費が際限なく上がっていく痛みを、後期高齢者が自らの感覚で感

じ取っていただくことにした」という厚生労働省の土佐和男氏の発言に象

徴されるように「後期高齢者医療制度」は、 歳で高齢者を区別し、年金75

から強制的に保険料を天引し、２年ごとの保険料見直しで引き上げをおこ

ない、保険料が払えなければ短期保険証を発行して高齢者を苦しめる問題

。 （ 、 ）だらけの医療制度です 福岡県後期高齢者医療広域連合 以下 広域連合

が明らかにした今年 月 日の短期保険証は 件（内 ケ月の短期保険証は 件）で、大8 1 5522 3 93

阪に次いで全国で 番目に多い発行数となっています。2

こうした状況の中で、 月 日に行った 名の不服審査請求の結果が返ってきています。広9 7 110

域連合の「弁明書」は 「請求を棄却する」ことを福岡県後期高齢者医療審査会へ求めるものに、

なっています。福岡県社保協では、 月 日、広域連合との懇談会を行いました。特に高い保10 22

険料（全国 番目）や短期保険証の問題を重視して改善を求め 「３ケ月や６ケ月の短期保険証5 、

の期限が来ても「無保険」の状態にはさせない」という回答を引き出しています。しかし、何れ

にしても、現行制度の問題が解決されるわけではなく高齢者を苦しめている制度であることは明

らかです。
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〈新たな高齢者医療制度の正体〉

一方、後期高齢者医療制度に代わる「新たな高齢者医療制度 （以下、新制度）も現行制度と」

同様に多くの問題をはらんでいます。現在「新制度」へ向けた「中間報告」が出され、未確定な

部分は今年の 月ごろに明らかになるとしていますが、高齢者を国保に囲い込み別勘定にする12

枠組みは残し、年齢を 歳以上とし、保険料は次第に増加させるなど、その正体が次々に明ら75

かになってきています。

とりわけ、厚生労働省が 月 日に明らかにした高齢者への新たな負担は驚くべき内容にな10 25

っています。それは第一に、 歳から 歳までの患者の窓口負担を 割から 割に倍増するも70 74 1 2

ので、 年度から 歳になった人から順次実施するとしています。第二は保険料負担の大幅2013 70

増です 「新制度」での 歳以上の保険料が試算されていますが、 年度一人当たり年間保。 75 2010

険料 円が 年後の 年度には 円へとされています。 倍、 円の増加63,000 15 2025 95,000 1.5 32,000

。 、 、 。です 国民健康保険加入者は 円から 円へ 倍 円の増加となります90,000 129,000 1.4 39,000

一方、現役世代の負担増も深刻です。 歳以上の高齢者医療給付費の約 割を負担している現75 4

役世代の保険料は、現行の加入者数に応じた支援額から年収に応じた支援額に変え、年収の高い

健保組合と共済組合の負担を増やす内容です。

〈国保「広域化」のワナに注意を〉

「新制度」の導入の中でさらに重大な問題は 「国保の広域化」です 「広域化」とは、現在の、 。

市町村単位の国保運営を都道府県単位に統合するものです。その狙いは、市町村国保の「財政改

善 「収納率向上 「医療費適正化」で、その実行を都道府県が市町村にせまっていくことになり」 」

ます。さらに進めば、健康組合保険、共済健康保険、協会けんぽなどと地域保険の柱である国保

を一体化させることになります 「一元化」が成立すれば 「負担と給付の公平化」という医療費。 、

抑制のしくみがつくられます。

高齢者医療の現行制度も新制度も「高齢者に痛みを」の本質は変わらず、さらに国保の広域化

をすすめて「国保」全体に「痛み」を広げていく狙いです。この点をしっかり捉え、運動をすす

めていくことが重要です。

〈さらに運動を広げ、つよめよう〉

今、福岡県下でも様々な運動が前進しています。福岡市は国保を引き下げる運動で、２年連続

で５万円余の引き下げを実現しました。北九州市の国保料引き下げ条例改正直接請求署名では、

、 、 、１ヶ月で 万を超える署名が集められました11 。このほか国保を良くする会は 苅田町 那珂川町

国保の取り組み以外でも、生活保護の老齢直方市、久留米市でも結成され運動が広がっています。

加算復活を求める裁判での福岡高裁での勝利や 「爪切り事件」での福岡高裁での勝利は特筆す、

べきものです。また、北九州での「生活保護 番」活動の継続や、大牟田の民医連や地域社保110

協が取り組みだした生活保護の相談活動など、社会保障を守るたたかいが広がっています。
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今大切なことは、最も矛盾が集中し、深刻になっている地域からの運動をいかに広げていくか

です。県や地域社保協の運動に大きな期待が高まっています。福岡市西区に 月 日、新しく10 10

社保協が誕生しました。憲法 条をはじめ国民の命やくらし、平和を守る運動を地域から大き25

く広げていきましょう。

（やまだよしかつ／福岡県社保協事務局長）

「無保険状態にはしません」後期高齢者医療

広域連合事務局が福岡県社保協との懇談で表明広域連合事務局が福岡県社保協との懇談で表明広域連合事務局が福岡県社保協との懇談で表明広域連合事務局が福岡県社保協との懇談で表明

月 日（金）午前 時から県議会第 会議10 22 11 4

室で広域連合事務局との懇談を行いました。この

日は、保険料値上げ問題など社保協から事前に申

し入れていた６項目の要請に答える形ですすめら

れ、約１時間半の意見交換となりました。

以下、その概要をご紹介します。

保険料が値上がりしている理由の説明を。値上げをしない努力はできなかったのか 「広［要請１］ 。

」 、「 」 。域化 をすれば必ずこういう結果になるのであれば 一元化 への方向は危惧せざるを得ない

22 23 21 4.3 22 21［広域連合］Ｈ ～ 年度は 年度と比較しても ％増が見込まれること （軽減後） 年。

年度の給付費の一人当たりの医療費で ％増。 歳未満の高齢者の減少に伴う負担率の上昇で3.8 74

％増加すること。抑制するものがなければ全体で ％増加が見込まれた。そこで、剰余金、2.6 13

財政安定化基金を取り崩して 億円を投入し、保険料抑制に努めた。健診など健康増進の様々97

な取り組みをした。全国協議会を通じて、国において財源をだして現行維持を要望してきた。

1 2 15.8（ ） 。改善策について 医療費が全国平均に比べてもかなり悪い 現在の財政規模 兆 千億円の

％を占めている。いかに保険料を抑えるかは、財政安定化基金と剰余金しかない。

。 、剰余金 億 千万の見込みが 億に膨れ上がった ～ 年の財政規模で組んであるので33 3 64 22 23

どれだけ医療費の伸びがあるのか予測がむずかしい。

（保険料の算定について）軽減措置の金額は国、県、市町村で補填、保険料の減免措置分につい

ては保険料に転嫁される。

短期保険証の増加の理由の説明を。 件は全国で大阪に次いで 番目に多い。今後の［要請２］ 5522 2

対応策など、個々の状況把握はどうなっているか。

［ 厚労省の示す収納対策にもとづいて 月より運用開始した。広域連合］ 8
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保険料の滞納額が を基準で、分納誓約をされている方については除外。納付相談を重視し3/10

てきた。個々の状況については、市長村が把握し対応することにしている。

短期保険証の発行は６カ月が原則であるが、３ケ月発行は市町村の判断でおこなっている。徴

収事務に関しては、市町村の判断、やり方で実施。

大阪に次ぎ 番目というが、対象 万 千人の１％で、沖縄、高知県と同率。高くはない2 54 7

所得階層別に把握できるシステム構築中。徴収事務は市町村なので、早い段階での収納対策を

するよう研修など行っている。

ヶ月短期証は命に関わる問題だ。払えない現実がある。［社保協］ 3

短期証交付は市町村の判断であり、短期証は接触の機会を作ることが目的。無保険状［広域連合］

態にはしない。３ケ月短期の場合は年４回の接触の機会をつくることになる。市町村担当者によ

る幹事会が毎月定例で行われている。無保険状態にしないことは言っている。

（収納率について） 特別徴収 ％ 普通徴収 ％ 合計 ％ （ 年度）100.0 97.1 98.8 21

％ ％ ％ （ 年度）100.0 96.3 98.6 20

で、収納率は上がっている。未納になっていると思っていない人も多い。収納は負担の公平感か

らいっても必要。

ケ月の短期保険証へのその後の対応について説明を。各市町村の対応状況はどうか［要請３］ 3

、 。［広域連合］短期証の有効期間は原則 ヶ月であるが 市町村によっては ヶ月とすることも可能6 3

現在 市町村で 件。 月までに納付相談して 月からの交付について検討する。8 93 10 11

相談に応じない方、督促に応じてくれない方は ヶ月。絶対無保険にはしない。3

ヶ月短期の方は、 月 日時点で 件になっている。さらに減る見込みである。3 10 7 65

分の の滞納規定は他自治体の広域連合と比較してどういう状況か。保険料が高くて［要請４］ 10 3

払えず滞納している状況をどのようにお考えなのか。

各自治体によって基準が違う。要綱は市町村と話し合って決めた。妥当なもの。［広域連合］

広域連合の条例の中に罰則がある、それをどのようにお考えなのか。［要請５］

市町村と相談し、趣旨を周知している。現時点では罰則を適用した事例はない。［広域連合］

あらたな高齢者医療制度についてどのようにお考えか。後期高齢者医療制度の廃止が先［要請６］

送りになっているが 「もう待てない」というのが高齢者の正直な気持ち。法律改正の前に保険、

料徴収、一部負担金徴収、短期保険証、資格証明書発行の各業務の凍結を。

同じ 年ならば、今の制度が落ち着いているので維持するのが一番良いと考えている［広域連合］ 2

（文責・事務局）
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福岡市に４つめの地域社保協が誕生
社会保障をよくする西区の会（＝西区社保協）を結成社会保障をよくする西区の会（＝西区社保協）を結成社会保障をよくする西区の会（＝西区社保協）を結成社会保障をよくする西区の会（＝西区社保協）を結成

藤野 智明藤野 智明藤野 智明藤野 智明

福岡市内では、福岡市社保協をはじめ、東区社保協、博多

区社保協（休止中 、南区社保協が活動しています。）

そんな中 「私たちの地域にも社保協をつくりたい」と願う、

団体や個人が集まり、２００９年の末から西区で準備会を立

ち上げて結成準備の話しあいを重ねてきました。

そしてついに、１０月１０日（日 “社会保障をよくする西）

区の会（＝西区社会保障推進協議会 ”の発足総会が行われま）

したのでご紹介します。

総会では、まず記念講演として、福井典子氏（東京社会保障推進協議会副会長、渋谷区社会保

障推進協議会会長）をお招きしてお話を伺いました。

地域の高齢者をとりまく情勢は “無縁社会 “買い物難民”などと言われるように大変厳しい、 ”

現実がある中で、地域の一人暮らしの高齢者を全戸訪問したり、巣鴨のとげ抜き地蔵前での宣伝

・署名活動が商店街の方にも受け入れられて反響を生んだことや、議会請願や厚労省前での座り

込み、井戸端会議の様子などが語られ 「しっかりと地域で運動を拡げていくこと 「決してあき、 」

らめず、希望をもって政治を変えることが大切」とのアドバイスを頂き、今からの活動にむけた

アイデアや元気を与えてもらいました。

総会では 「地域で困った時の支えになれるような会にしたい」という意見も出されるなど活発、

な討議が交わされ、活動方針と新役員が全員一致で承認されました。今後、事務局会議、幹事会

を定期開催し、運動をすすめていく予定です。

西区社保協の発足は、念願である福岡市西部地域へ社会保障運動を拡げていく拠点として、大

きな一歩を踏み出したことになります。これを契機に、福岡市内７行政区全てに地域社保協が発

足できるように、協力していきたいと考えています。

（ふじのともあき／福岡市社保協・事務局長）

（敬称略）社会保障をよくする西区の会（西区社会保障推進協議会）役員

＝熊谷 芳夫 ＝久家 和代・鈴木 宏造会長 副会長会長 副会長会長 副会長会長 副会長

＝深尾 清造・武田 正勝顧問顧問顧問顧問

＝吉田 純介 ＝松尾 晋作・原田 賢一事務局長 事務局次長事務局長 事務局次長事務局長 事務局次長事務局長 事務局次長

＝坊野 邦子・須藤 佐和子・玉木 洋子・中嶋 久子・増崎幹事幹事幹事幹事

喜代子・古川 和代・川上 憲治・寒河江 和雄・熊谷 あつ子・坂口 裕子・辻 紀子

＝木村 明真会計監査会計監査会計監査会計監査

＊団体加盟については未確定のため、個人名のみ掲載
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国・自治体の責任で、すべての子どものための、保育・子育て支援を

吉冨 利子吉冨 利子吉冨 利子吉冨 利子

今日の不況下で働く母親の増大で、「待機時児童」の問題の深刻さが社会問

題にもなっています。小泉構造改革以来、「待機児０作戦」が提起されてきまし

たが、年々増えるばかりです。「規制緩和」を押し進めるばかりで、保育所をつく

らなかった事が大きな原因があります。ここ１０年余りで詰め込み保育と、職員の

非正規化、給食の外部委託化が今や公然化しています。

しかし、膨らみすぎた保育所問題の対応には限界があり、ついに制度そのも

のを壊し、もはや子どもに対する国・自治体の責任を放棄し一気に市場化してし

まうことが提起される事になりました。

それが「子ども・子育て新システム」です。次のような内容で進められていますが、これは、経済対策の

一環として考えられており、子どもたちを市場化の波にさらすことになります。

① 幼稚園、保育所の制度を廃止し（１０年かけて）「こども園（仮）」をつくる。

② 入所申し込みは直接、事業者との契約とする。

③ 市町村の役割は、保護者の労働時間に対する施

設利用必要度の認定。入所が決まったら認定分保

育料の補助を行う。

④ 国は、子ども施策全体に対する一括交付金を市

町村に渡す。施策内容、基準、予算配分は自治体

の自由裁量。

法律案が2011年３月にだされ、２０１３年度スタート

をめざしてすすめられています。これに対し、私たちは、なんとしても、食いとめるべく、がんばっているとこ

ろです。

子 ど も ・ 子 育 て 新 シ ス テ ム に お け る現 行 保 育 制 度

「 こ ど も 園 」

保 護 者 の 労 働 や 病 気 等 で 、 保 育 に 欠 け る 「 す べ て 」 の 子 ど も の 幼 児 教 育 、 保 育 。 保 護目 的

子 ど も の 保 育 。 者 の 多 様 な 保 育 要 求 に 応 じ た 乳 幼 児 保 育 の

※ 「 す べ て 」 の 子 ど も の 生 存 権 保 障 提 供 （ 保 障 で は な い ） 。

（ 幼 稚 園 で の 幼 児 教 育 は 別 の 制 度 ） 「 幼 保 一 体 化 」 ＝ こ ど も 園

「 児 童 福 祉 法 」 に 基 づ く 認 可 保 育 所 各 々 の 自 治 体 条 例 に 基 づ く 指 定 こ ど も 園施 設

保 育 所 ： 子 ど も の 年 齢 、 人 数 に 応 じ た 施 こ ど も 園 （ 様 々 な タ イ プ ） ： 厚 労 省 省 令 に 基施 設

設 、 そ の 面 積 、 職 員 配 置 に つ い て 、 こ れ づ き 、 地 方 条 例 に お い て 『 基 準 』 を 決 め る 。基 準

以 下 に な ら な い た め の 『 最 低 基 準 』 を 遵 守 （ 市 町 村 に 「 指 定 」 は 、 「 責 任 」 で は な い の で

し な け れ ば な ら な い 。 違 反 に 対 す る 罰 則 規 定 な し ）

保 護 者 が 、 保 育 に 欠 け る 事 由 に 基 づ き 市 保 護 者 は 、 市 町 村 に 、 必 要 な 保 育 時 間 の入 所
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町 村 に 入 所 申 し 込 み 、 市 町 村 の 責 任 で 、 「 認 定 」 を も ら い 、 保 育 申 し 込 み は 、 直 接 、 施方 法

保 育 所 入 所 決 定 。 入 所 で き な い 子 を 「 待 設 に し 、 保 育 施 設 が 入 所 を 決 定 。 「 直 接 契

機 児 童 」 と よ ぶ が 、 解 消 は 市 町 村 の 責 任 。 約 制 度 」 ⇒ 「 待 機 児 童 」 は な い ？

① 保 育 実 施 の 責 任 基 本 の 保 育 サ ー ビ ス の 「 認 定 」 。国 ・

② 最 低 基 準 に 基 づ く 保 育 を 実 施 施 設 の 選 択 、 決 定 の 保 障 で は な い 。自 治

③ 保 育 所 運 営 の た め の 費 用 を 負 担 。 保 育 施 設 監 督 の 責 務 （ 法 的 根 拠 は な し ）体 の

責 任

保 育 所 運 営 費 負 担 利 用 者 個 人 の 「 認 定 」 に 基 づ く 費 用 の 一 部国 の

（ 最 低 基 準 に 基 づ い て 算 定 ） 補 助 （ 施 設 が 代 理 受 領 ）補 助

市 町 村 の 保 育 運 営 全 体 に 対 す る 、 所 得 に 受 け る 保 育 サ ー ビ ス に 対 す る 対 価 （ ＝ 応 益保 育

応 じ た 応 能 負 担 負 担料

（よしとみとしこ／福岡県保育センター）

［写真］上：東京日比谷で全国集会があり、福岡から27人で参加。保護者の方が、宣伝カーの上で、厚労

省に向かって訴えました。

［写真］下：同集会には、全国から4800人の人が参加 「保育制度解体反対！」の声をあげました。。

障害者自立支援法の廃止と基本合意を前にすすめるために

石松 周石松 周石松 周石松 周

はじめにはじめにはじめにはじめに

障害者自立支援法違憲訴訟は、２０１０年１月７日に国と

原告との間で「基本合意書」を取り交わしました。これに

より全国１４地裁７１名の原告は裁判上の和解において

「基本合意文書」を確認したうえで訴訟を取り下げ、４月

２１日に終結しました。また、国においては障害者自立支

援法の廃止を明言し、障がい者制度改革推進会議、その専

門部会である総合福祉部会において、新法作りに向けての

精力的な議論と作業が取り組まれています。

なぜ か？なぜ か？なぜ か？なぜ か？NONONONO

なぜ、障害者自立支援法が障害当事者・家族から「Ｎｏ！」と言われたのでしょう。重い障害

のあるひとには、特に食事、排泄、入浴、着替え、洗濯、掃除など人が生きていくに必要な生活

の様々な場面で、他の人からの支援を必要としています。障害が重い人ほど多くの支援が必要で
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す。ところがこの制度は 「応益負担（介護保険の利用料負担も同種 」を取り入れ、これら、生、 ）

きていくために最低必要な支援を「サービス」とし、障害の重い者ほどよりおおくの金銭的負担

を強いる制度設計です。国の姿勢は、重い障害のある人は「人並みの生活、あたりまえの生活は

しなくてよい」と言う重度障害者に対する差別に他なりません。だからこそ、全国津々浦々の障

害者、家族、関係者は「ＮＯ！」という切実な声を上げ、裁判に立ち上がったのです。

基本合意とは基本合意とは基本合意とは基本合意とは

本年１月７日の「基本合意文書」において、国は①「障害者の人間としての尊厳を深く傷つけ

たことに対し、原告らをはじめとする障害者及びその家族に心から反省の意を表明」しました。

その上で②「遅くとも平成 年 月までに、障害者自立支援法を廃止し新たな総合的な福祉法25 8

制を実施する」とし、これからの施策は③「障害福祉施策の充実は、憲法等に基づく障害者の基

本的人権の行使を支援するものであることを基本とする」ことを確認しました。具体的には、上

述した障がい者制度改革推進会議、その専門部会である総合福祉部会が設置され、推進会議のメ

ンバーには委員の半数以上が障害当事者等で構成されています。

逆流のなかで逆流のなかで逆流のなかで逆流のなかで

しかし「基本合意文書」に明記されている国との合意事項についての「検証」会議は１回のみ

の実施であり ２回目の検証会議が開かれていません また先の国会では 障害者自立支援法 改、 。 、 「

正法」案が提出されましたが 「基本合意文書」に反するのではないかという障害者、家族、福、

祉関係者の強い疑念もあり廃案となりました。今国会でも再び、障害者自立支援法「改正法」案

再提出の動きもあり、私たちは、この動きに反対するものです。この法案は、現行法の「応益負

担」を延命する代物以外の何者でもありません。

あきらめない！あきらめない！あきらめない！あきらめない！

１０月２９日、日比谷公園に障害者、家族、

関係者ら１万人が全国から結集し大集会を開催

しました。この集いは、小泉政権の下、０５年

１０月３１日に「障害者自立支援法」が成立し

た日を契機に取組みました。あれから毎年、１

万人規模の集会を重ねてきました。この集会の

特徴は、障害の違い、立場の違いを乗り越えて

「 」「 」障害者自立支援法の廃止 応益負担の廃止

を高く掲げて団結してきたことです。

私たちはあきらめません。

障害者の尊厳が権利として保障される新法を

勝ち取るために。
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社会福祉・社会保障が国民の権利として保障される制度設計を勝ち取るまで。

「わたしたち抜きに 私たちのことを決めるな」

これは、世界中の障害当事者の底流を流れている共通の言葉です。

（いしまつちかし／障害者自立支援法訴訟の基本合意の完全実現をめざす福岡の会・代表世話人

）障害者の生活と権利を守る福岡県連絡協議会・会長

［資料］

政令指定都市市長会が行った「社会保障制度全般のあり方を含めた生活保護制度の抜本的改革の

提案」について、北九州市長に対する北九州市社保協の申し入れ

年 月 日2010 10 28

北九州市長

北 橋 健 治 様

北九州市社会保障推進協議会

会 長：高木 健康

事務局：北九州市戸畑区中原東３丁目１１－１

Tel 093 871 1621： ‐ ‐

「社会保障制度全般のあり方を含めた生活保護制度の「社会保障制度全般のあり方を含めた生活保護制度の「社会保障制度全般のあり方を含めた生活保護制度の「社会保障制度全般のあり方を含めた生活保護制度の

抜本的改革の提案」に対する意見書抜本的改革の提案」に対する意見書抜本的改革の提案」に対する意見書抜本的改革の提案」に対する意見書

北九州市の社会保障制度の改善に向けての貴職のご尽力に敬意を表します。今後も当市におけ

る社会保障の向上と増進を願っています。

去る１０月２０日に指定都市市長会による「社会保障制度全般のあり方を含めた生活保護制度

の抜本的改革の提案」が発表されました。この提案は、北九州市における生活保護行政の改善を

求めてきた者にとって看過できないものですので、指定都市市長会の一員であります北橋市長に

対し、上記提案に対する私たちの意見を述べるものです。

１．提案の理由の最初に「生活保護に関する増加が財政全体を圧迫し、行政運営に支障をきたし

ている」ことがあげられています。しかし、生活保護利用者の増加は失業率の高止まりや非正規

雇用の増大、生活保護以外の社会保障制度の不備などが原因であって、生活保護制度に問題があ

るわけではありません。これまで難しかった失業者やワーキングプア（働く貧困層）にもようや

く生活保護による救済がなされるようになったばかりです。財政の圧迫はこれまでの不十分な予

算措置が原因であり、いま求められているのは生活保護の最大限の有効活用であって、財政を理

由とする制限ではありません。地方自治体の財政負担の軽減は、生活保護にいたる前段階での社

会保障の充実や国による生活保護費の全額負担によるべきであって、生活保護利用者の制限によ

るべきではありません。
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２．具体的な提案内容のうち最も問題なのは、生活保護期間の有期化につながる恐れのある提案

です。提案は「集中的かつ強力な就労支援制度」の項の中で「生活保護から就労自立できない場

合、実施機関は２６条の適用について例えば３年あるいは５年といった一定期間ごとに改めて判

断する」としています。

生活保護法第２条の無差別平等の原理は、困窮にいたった原因を問わずに経済的な困窮状態の

みによって生活保護が利用できることを保障しています。提案では「プログラムへ真摯な態度で

参加し、自立に向けて最大限の努力をしたか 「生活保護から自立ができないことについて、客」、

観的に正当と認められる理由があるか」などを考慮するとしています。そのような規定がない現

在でも稼働能力不活用を理由として保護を認めない事例が発生しており、もし上記の理由で保護

を打ち切ることができるとなった場合には保護を必要としている多くの人が生活保護から排除さ

れることになるのは眼に見えています。就労支援の強化は必要だとしても、就労できなかった人

を生活保護から排除することは法的にも許されないことです。

３．医療費の一部自己負担の導入も問題です。この理由としては「医療機関への受診内容等を本

人に把握させることで、過剰な医療行為の抑制につなげる」とされています。もともと少ない生

活保護費から医療費の一部を本人に負担させれば、生活保護利用者が医療を受けられなくなるの

は明らかです。

生活保護利用にいたる原因の４割は病気です。また生活保護利用者の９割は何らかの治療を行

っています。病気と貧困は密接な関係があり、病気を治療して自立を進めるには医療機関へのス

ムーズなアクセスと治療の継続が不可欠です。

「 、 、 」 、提案には ただし 自己負担を導入しても 最低生活を保障する仕組みとする とありますが

自己負担分が後に福祉事務所から償還されるとしても生活保護利用者が医療費の一部を自分で支

払うことは不可能です。受診内容等を本人に把握させるには治療内容等を本人に通知すればよい

のであって、医療費の一部を生活保護利用者本人に負担させることは容認できません。

４．日本では様々な理由による経済的困窮者を支える社会保障の制度が十分でないために、生活

保護制度があらゆる生活困窮者を引き受ける状態になっています。稼働年齢での失業やワーキン

グプアの問題は労働法制の中で解決すべきです。高齢者の低年金や無年金の問題は年金問題とし

。 。て解決すべきです これらを解決しないで全てを生活保護制度で解決しようとしても不可能です

提案では「制度の抜本的改革」の最初に「生活保護に優先する制度として「雇用・労働施策」

を位置づける 「高齢者の生活を支える新たな生活保障制度を創設 「年金制度、最低賃金制度」、 」、

など関係する諸制度の改正」を上げています。この方向こそ大切であって、この問題を解決しな

いまま生活保護制度だけを厳しくしていくことは憲法第２５条の生存権保障に逆行するもので

す。

５．北九州市では誤った生活保護行政による死亡事件を経験しており、生活保護からの排除がど
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のような結果をもたらすかについては十分に認識しているはずです。

北橋市長におかれては、当市の経験から、指定都市市長会の提案には大きな問題があることを

指摘して、生活保護期間の有期化や医療費の一部自己負担に反対していただきますよう要請いた

します。

以上

「憲法２５条の生存権はエアコンを必要としている」「憲法２５条の生存権はエアコンを必要としている」「憲法２５条の生存権はエアコンを必要としている」「憲法２５条の生存権はエアコンを必要としている」

「熱中症対策」の陳情で「健康で文化的な最低限度の生活」を論議「熱中症対策」の陳情で「健康で文化的な最低限度の生活」を論議「熱中症対策」の陳情で「健康で文化的な最低限度の生活」を論議「熱中症対策」の陳情で「健康で文化的な最低限度の生活」を論議

（北九州市議会・保健病院委員会）（北九州市議会・保健病院委員会）（北九州市議会・保健病院委員会）（北九州市議会・保健病院委員会）

「 」。エアコンのない方は手をあげてください

１１月１０日開かれた市議会・保健病院委

員会の熱中症対策の陳情審査の中で、保健福

祉局の局長以下３０数名の幹部に、自民党の

議員が質問をしました。誰も手を上げません

でした。

議員はそのことを確かめて「憲法２５条の

健康で文化的な最低限度の生活からエアコンは必要だ。購入できないなら、市がエアコンを貸与

したらどうか。それぐらいはできるだろう」と迫りました。

健康推進課長は「熱中症は水を飲んで、水分を補給したら予防できる」と質問とかみ合わない

答弁。

保護課長は「扶助費の一類は食費と被服費。二類は電気代・水道代などで、それをやりくりし

て購入するようになっている」とこれまたピントが外れた答弁。

業を煮やした議員は「もう一度質問する。生存権の、健康で文化的な最低限度の生活にエアコ

ンは必要か、必要でないのか」と質しました。

保護課長は同じようなことを答弁したために、議員から「保護課長はいつ聞いても自分の考え

方がない。マニュアル通りの答弁しかしない」と追及されました。

あわてた地域福祉部長が「必要か必要でないか、その質問には、いま十分に応えることができ

ません」といって何とかかわしました。

市議会の常任委員会で憲法２５条にもとづいて質問が出たのは、生健会が請願・陳情を取り組

みだしてはじめてです。保健福祉局が「答えることができない」と答弁したのは、生存権を軽く

見ているからに違いありません。

（八幡活と健康を守る会『街かど』№ より）1437
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［資料］

北九州市議会に対する生健会北九州市協議会の陳情書

猛暑にともなう熱中症対策についての陳情書
２０１０年９月１７日

北九州市議会議長 佐々木健五様

陳情団体 生活と健康を守る会北九州市協議会

代表者 吉田 文弘

住所 北九州市八幡東区春の町４丁目２－２２

電話 ０９３－６８１－４４９８

日ごろより貴職におかれましては、住民福祉向上に尽力されていることに敬意を表します。

今年は梅雨明け以後､記録的な猛暑が続き､熱中症で救急搬送された人は全国で５万人をこえ、

半数以上が高齢者と報じられています。亡くなった人も高齢者が中心といわれています。

記録的な猛暑によって、エアコンがないために、スーパーやデパート、図書館などで日中を過

。 、 。ごす人も多くいます 一日中エアコンをつけると電気代がかさむことから 手控える人もいます

北九州市でも高齢の女性が熱中症で緊急に点滴を受ける、暑さで体力が消耗し、亡くなって２

日後に発見される事例などが起こっています。地域の民生委員の見回りで、暑さで体力が弱って

食欲が無くなり、慢性の病気がひどくなり、意識が繰朧としている高齢者を救急搬送して一命を

取り留める事例も起こっています｡夜､暑いために部屋の窓を閉め切るわけにも行かず、寝られな

い状態が続き、睡眠不足になったという人たちも多くいます。

熱中症になる一人暮らしの低所得の高齢者は、エアコンがない、あっても故障して修理費用が

ない､エアコンがあっても電気代の負担が出来ないなど、命を犠牲にした厳しいくらしを余儀な

くされています。

このような悲惨な事態を防止するため、次のような熱中症対策をとっていただきますよう、陳

情します。

記

１．北九州市として、一人暮らし高齢者などの緊急訪問を行い、安否の確認を行ってください。

また、昼間の高温に対して緊急避難ができるよう、安全な公的施設の利用と移動手段の確保な

どを行ってください。

２．低所得者、生活保護世帯の高齢者世帯に対し、エアコンを設置し、故障している場合は修理

費用を支給してください。

３．低所得・生活保護世帯の高齢世帯に対し、電気代の補助をしてください。また、電力会社に

対して、低所得者への減免制度を実施するよう要請してください。


